
令和６年４月１日以後開始事業年度等分 
 内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

 

【№４】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№46】申告調整額を

加減算した税務上の金

額となっていますか。 

 また、当事業年度に

適用される規定により

計算していますか。 

【№47】申告調整額を加

減算した税務上の金額

となっていますか。 

【№48】調整対象年度及び売上

調整年度に試験研究費の額が

ない事業年度を含めて、５欄及

び10欄の計算をしていますか。 

【№50】合併等が行われた場

合、比較試験研究費の額及び平

均売上金額の調整を行ってい

ますか。 

 また、分割若しくは現物出資

が行われた場合の比較試験研

究費の額及び平均売上金額の

調整計算の特例の適用を受け

る場合又は現物分配が行われ

た場合の比較試験研究費の額

の調整計算の特例の適用を受

ける場合、所定の事項を記載し

た書類を添付していますか。 


